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第４節

地方障害者計画の策定状況
平成１６年６月の「障害者基本法」の改正に
より、都道府県及び市町村における障害者計
画の策定が、義務化されている。
平成２２年度末の地方障害者計画（以下「計
画」という。）の策定状況をみると、都道府
県及び指定都市においては、すべての団体で
計画が策定されている。
計画の策定体制及び推進体制についてみる
と、都道府県及び指定都市の場合、約８～９
割の団体において関係部局からなる横断的な
検討体制がとられており、推進体制において
も約７割の団体において同様の対応がとられ
ている。また、計画策定時においては、当事
者からのヒアリングや住民参加が都道府県の
場合、約８～９割の団体で実施されており、
指定都市の場合、ほぼすべての団体で実施さ
れている。また、「地方障害者施策推進協議
会」についてはすべての団体において活用さ
れている。
計画の内容をみると、国の「障害者基本計
画」に盛り込まれた８分野のうち、「啓発・
広報」、「生活支援」、「生活環境」、「教育・育
成」、「雇用・就業」、「保健・医療」及び「情
報・コミュニケーション」はすべての団体の
計画に盛り込まれているが、「国際協力」は
約３割となっている。
市町村（指定都市を除き、特別区を含む。
以下この節において同じ。）においては、平
成２３年３月時点で計画を策定している団体は
１，７３１団体中１，６６２団体（全体の９６．０％）、前
年度の同時点では１，７３２団体中１，６７０団体（全
体の９６．４％）となっている。
次に、市町村における計画の策定体制及び
推進体制についてみると、計画策定時におい
ては約６割の団体が、推進時においては約３

割の団体が関係部局による横断的な取組を
行っているが、都道府県及び指定都市と比べ
るとその割合は下回っており、特に推進体制
の割合が低くなっている。また、計画策定時
における当事者からのヒアリングや住民参加
は、７割前後の団体で実施されているが、
「地方障害者施策推進協議会」については、
市町村には設置が義務づけられていないこと
もあり、その活用は５割弱の団体にとどまっ
ている。
計画の内容については、国の「障害者基本
計画」に盛り込まれた８分野のうち、「啓発・
広報」、「生活支援」、「生活環境」、「教育・育
成」、「雇用・就業」及び「保健・医療」は９
割以上の団体で盛り込まれており、「情報・
コミュニケーション」は９割弱の団体で盛り
込まれているが、「国際協力」は約１割にと
どまっている。
なお、「障害者自立支援法」においては、
都道府県及び市町村は障害福祉計画を策定す
ることが義務づけられ、障害福祉計画を策定
するときは、「障害者基本法」に規定する地
方障害者計画等の計画と調和が保たれるよう
策定することが義務づけられているが、同基
本法に基づく地方障害者計画と障害福祉計画
との関係は、図表１－４５のとおりである。
地方障害者計画は、「障害者基本法に基づ
く障害者のための施策に関する基本的な事項
を定める中長期の計画」であって、障害のあ
る人に関する施策分野全般にわたるものであ
るのに対し、障害福祉計画は、３年を１期と
して定める「障害者自立支援法に基づく障害
福祉サービス等の確保に関する計画」であっ
て、主として、地方障害者計画に盛り込まれ
た「生活支援」の事項のうちの福祉サービス
に関する実施計画的なものと位置づけられて
いる。
後期５か年計画においては、その推進に当
たり、地方公共団体と緊密な連携協力を図る
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国連「長期的国
家計画」策定勧
告（昭和54年）

障害者基本法（心
身障害者対策基
本法の全面改正）
（平成５年）

障害者基本法
改正
（平成16年）

中央心身障害者
対策協議会意見
具申（昭和57年）

障害者対策に
関する長期計画
（昭58～平４）

障害者対策に関
する新長期計画
（平５～平14）

障害者基本計画
（平15～平24）

都道府県障害者計画
（平成16年6月～）

市町村障害者計画
（平成19年４月～）

国

都道府県

市町村
（含指定都市）

義務化

義務化

義務化

努力義務

努力義務

国の「障害者基本計画」の枠組み

Ⅰ　基本的な方針

Ⅱ　重点的に取り組むべき課題

Ⅲ　分野別施策の基本的方向
　１　啓発・広報
　２　生活支援
　３　生活環境
　４　教育・育成
　５　雇用・就業
　６　保健・医療
　７　情報・コミュニケーション
　８　国際協力

Ⅳ　推進体制等

ため、都道府県との会議を毎年開催するとと
もに、市町村に対し、障害者計画に係る技術
的協力を行うとしている。

■図表１―４４ 障害者基本計画及び障害者計画の法的位置づけ

資料：内閣府
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啓発・広報

障害者基本法に
基づく障害者計画

（注）基本計画及び実施計画の項目立ては、国にならった場合。

障害者自立支援法に
基づく障害福祉計画

生活
支援

障害者自立支援法に
基づく障害福祉計画

生活
支援

生活環境

教育・育成

雇用・就業

保健・医療

情報・コミュニケーション

国際協力

例①
障害者計画の生活支援に関する部分と
一体的にその実施計画と位置づけて障
害福祉計画が策定される場合

○ 障害者計画は、「障害者基本法」に基づく障害者のための施策に関する基本的な事項を定める中長期の計画。
○ 障害福祉計画は、障害者計画の中の「生活支援」に関わる事項中、障害福祉サービスに関する３年間の実施計画的な位置づけ。

啓発・広報

障害者基本法に
基づく障害者計画

障害者自立支援法に
基づく障害福祉計画生活支援

生活環境

教育・育成

雇用・就業

保健・医療

情報・コミュニケーション

国際協力

例②
障害者計画とは別途に障害者計画の生活
支援に関する部分の実施計画と位置づけ
て障害福祉計画が策定される場合

啓発・広報

障害者基本法に
基づく障害者計画

生活支援

生活環境

教育・育成

雇用・就業

保健・医療

情報・コミュニケーション

国際協力

啓発・広報

実施計画

生活環境

教育・育成

雇用・就業

保健・医療

情報・コミュニケーション

国際協力

例③
障害者計画の実施計画の一部と位置づ
けて障害福祉計画が策定される場合

■図表１―４５ 障害者計画と障害福祉計画の関係

資料：内閣府
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都道府県 ４７ 指定都市 １９ 市町村 １，６６２

計
画
の
策
定
体
制

関係部局による検討チームの設置 ４０ （８５．１％） １６ （８４．２％） ９１６ （５５．１％）

ニーズ調査の実施 ３８ （８０．９％） １９ （１００．０％） １，３６８ （８２．３％）

当事者からのヒアリング ３８ （８０．９％） １７ （８９．５％） １，０７２ （６４．５％）

計画策定過程における住民参加 ４２ （８９．４％） １８ （９４．７％） １，２３９ （７４．５％）

地方障害者施策推進協議会の活用 ４７ （１００．０％） １９ （１００．０％） ７５０ （４５．１％）

その他 ２ （４．３％） ０ （０．０％） ４９ （２．９％）

計
画
の
推
進
体
制

計画の実施状況の把握 ４６ （９７．９％） １７ （８９．５％） １，２６２ （７５．９％）

計画に盛り込まれた施策等の有効性検証 ４０ （８５．１％） １４ （７３．７％） ９１４ （５５．０％）

部局横断的な組織（本部・チーム等）の設置 ３２ （６８．１％） １１ （５７．９％） ４６４ （２７．９％）

障害者関係団体との意見交換 ３９ （８３．０％） １３ （６８．４％） １，０２７ （６１．８％）

その他 ０ （０．０％） １ （５．３％） ２６ （１．６％）

都道府県 ４７ 指定都市 １９ 市町村 １，６６２

計
画
に
盛
り
込
ん
だ
施
策
の
分
野

啓発・広報 ４７ （１００．０％） １９ （１００．０％） １，５８２ （９５．２％）

生活支援 ４７ （１００．０％） １９ （１００．０％） １，６２０ （９７．５％）

生活環境 ４７ （１００．０％） １９ （１００．０％） １，６１３ （９７．１％）

教育・育成 ４７ （１００．０％） １９ （１００．０％） １，５９９ （９６．２％）

雇用・就業 ４７ （１００．０％） １９ （１００．０％） １，６２３ （９７．７％）

保健・医療 ４７ （１００．０％） １９ （１００．０％） １，６０８ （９６．８％）

情報・コミュニケーション ４７ （１００．０％） １９ （１００．０％） １，４８９ （８９．６％）

国際協力 １４ （２９．８％） ５ （２６．３％） １１７ （７．０％）

その他 ２ （４．３％） ０ （０．０％） ３３ （２．０％）

「
生
活
環
境
」
の
内
訳

住宅、建築物のバリアフリー化の推進 ４７ （１００．０％） １８ （９４．７％） １，５５４ （９３．５％）

公共交通機関のバリアフリー化の推進等 ４７ （１００．０％） １９ （１００．０％） １，４４４ （８６．９％）

安全な交通の確保 ４４ （９３．６％） １８ （９４．７％） １，３３２ （８０．１％）

防災 ４５ （９５．７％） １９ （１００．０％） １，４８１ （８９．１％）

防犯 ４１ （８７．２％） １３ （６８．４％） １，１５４ （６９．４％）

その他 ４ （８．５％） ０ （０．０％） ７５ （４．５％）

■図表１―４６ 障害者計画の策定体制及び推進体制

※（ ）内は全体に対する割合

資料：内閣府

■図表１―４７ 障害者計画に盛り込まれた施策分野

※（ ）内は全体に対する割合

資料：内閣府


